
蒲郡市住居表示実施基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号。以下「法」

という。）及び蒲郡市住居表示に関する条例（昭和４０年蒲郡市条例第２号。以下

「条例」という。）の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

（住所表示の方法） 

第２条 住居表示の方法は、法第２条第１号に規定する「街区方式」とする。 

（町の名称の定め方） 

第３条 住居表示の実施に伴い、新たに町を設け、又は町の名称を変更する場合は、

次の基準により、その名称を定めるものとする。 

⑴ 従来の町の名称に準拠し、当該地域における歴史、伝統及び文化の上で由緒

ある名称で親しみ深く語調のよいものを選択すること。 

⑵ 町の名称には常用漢字を用いる等読みやすく簡明なものとすること。 

⑶ 本市の区域内で同一の名称又は紛らわしい類似の名称が生じないものとする

こと。 

⑷ 町の名称として町丁名を付ける場合は、ＪＲ蒲郡駅を起点として、一定の基

準により整然と配列し、丁目の数はおおむね５丁目までとすること。 

（町割りの方式） 

第４条 町割りは、地域の特性に応じて「街かく式」又は「結合式」のいずれかの

方式によるものとする。 

（町の境界） 

第５条 町の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等に

よって定めるものとする。この場合において、境界線は公道、河川、水路等の側

線とし、原則として公道、河川、水路等が東西に連なる場合は南側の側線を、南

北に連なる場合は東側を境界線とする。 

（町の形状及び規模） 

第６条 町の形状は、その境界が複雑に入り組んだり、飛び地が生じたりしないよ

うに簡明な境界線をもって区画された一団を形成するものとする。 

２ 町の規模は、当該市街地の用途地域並びにその地域の面積、世帯数、人口及び

家屋の密度等を勘案して定めるものとする。 



（街区割り） 

第７条 街区の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等

によって定めるものとする。ただし、私道によって街区の境界を定める場合にお

いては、公衆用道路として利用されているもので容易に変更されないものを採用

する。 

２ 街区の規模は、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を

勘案して定めるものとする。 

（街区符号の呼称及びつけ方） 

第８条 街区符号は、アラビア数字を用い、「何番」と称する。 

２ 街区符号の起点及びその配列は、ＪＲ蒲郡駅に最も近い街区の角を起点とし、

千鳥蛇行式により順序よく配列する。 

（住居番号の呼称及びつけ方） 

第９条 住居番号は、アラビア数字を用い、「何号」と称する。 

２ 住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づき、次の基準により、

建物その他の工作物（以下「建物等」という。）に付けるものとする。 

⑴ ＪＲ蒲郡駅に最も近い街区の角を起点として、原則として右廻りに街区の境

界線を１５メートル間隔（以下「フロンテージ」という。）に区切り、住居の基

礎となるべき番号（以下「基礎番号」という。）を当該間隔に順次付けるものと

する。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでな

い。 

⑵ フロンテージは、各辺清算方式を採用し、街区の境界の一辺にフロンテージ

の半数未満の端数が生じた場合は、当該端数は直前のフロンテージに加えて定

めるものとする。 

⑶ フロンテージの起点は、隅切りのある街区の場合は隅切りの始まりの位置と

し、街区の角が曲線の場合は曲線の始まりの位置とする。 

⑷ 住居番号は、次に掲げる建物等の状況に応じて定める基礎番号をもって、当

該建物等の住居番号とする。 

ア 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は、当該

入口が街区の境界線と接するところに付けられている基礎番号 

イ 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合は、当

該建物等から道路への主要な通路が街区の境界線と接するところに付けられ



ている基礎番号 

３ 特殊な場合の住居番号は、次の基準によって付けるものとする。 

⑴ 建物等の出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目に当たる場合は、原

則として若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とすること。 

⑵ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上ある場合は、市長が認定する主要

な出入口又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって当該建物等

の住居番号とすること。 

⑶ 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても、当該建物等の主

要な出入口が接している基礎番号をもって住居番号とすること。 

４ 住居番号の付け方については、前２項の基準を原則とするが、市長がやむを得

ない事情があると認める場合は、この限りでない。 

（住居表示のしかた） 

第１０条 住居表示のしかたは、次のとおりとする。 

（ 町 名 ）（街区符号）（住居番号） 

 愛知県蒲郡市  〇〇 町   □ 番   △ 号 

（注）上記の表示を省略する場合は、次のとおりとする。 

（ 町 名 ）（街区符号）（住居番号） 

 愛知県蒲郡市  〇〇 町   □   －  △ 

（団地における住居表示の特例） 

第１１条 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、会社等が一定の区域をもっ

た一団の土地に集団的に住宅を建設し、又は建設しようとする地域（以下「団地」

という。）における住居表示の方法については、必要に応じて別に定めるものとす

る。 

（中高層建物の住居表示の特例） 

第１２条 団地設計によらない中高層建物（３階以上）であって、その建物に構造

上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所の用途に供するもの並

びに倉庫その他の建物としての用途に供することができるもので住居番号を付け

る必要があると思われるものの住居番号の付け方及び住居表示のしかたは次の基

準によって付けるものとする。 

⑴ 当該建物等から道路への主要な出入口の面する基礎番号と、各戸に一定の順

序で付けた番号とを組み合わせて住居番号とする。 



⑵ 住居表示のしかたは、次のとおりとする。 

（ 町 名 ）（街区符号） （住居番号） 

  愛知県蒲郡市 〇〇町   □ 番    △ － ● 号 

                          基礎番号 各戸の番号   

 （街区が分割された場合の住居表示の特例） 

第１３条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可（以下

「開発許可」という。）を受けた開発行為により設置された道路又は道路法（昭和

２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する通り抜け可能な道路により分割

された街区における住居番号は、当該道路の起点から終点に向かい、当該道路に

よって分割される前の街区における最後の基礎番号の次の番号を住居番号として、

別紙１のとおり順に付けるものとする。 

２ 前項の番号は、道路の起点から終点に向かって右側、次に左側と千鳥掛けに住

居番号を付けるものとする。 

３ 開発行為により設置される道路においては、あらかじめ道路管理者と協議の上

道路の起点及び終点を確定させるものとする。 

（住居番号が重複する場合の住居表示の特例） 

第１４条 複数の建物において住居番号が重複する場合は、住居番号を基礎番号と

枝番号で表示することができるものとし、住居番号の付け方及び住居表示のしか

たは、次のとおりとする。 

⑴ 特例の適用 

ア 同一の住居番号が避けられない場合 

イ 既に同一の住居番号が設定されている建物の所有者、管理者又は占有者（以

下「所有者等」という。）から変更の申出があった場合 

⑵ 住居番号のつけ方 

第９条の規定により定められた基礎番号に枝番号を合わせて住居番号とする。

この場合において、枝番号は別紙２のとおり、順序よく付けるものとする。た

だし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。 

⑶ 住居表示のしかた 

住居表示のしかたは、次の例によるものとする。 

（ 町 名 ）（街区符号） （住居番号） 

  愛知県蒲郡市 〇〇町   □ 番    △ － ● 号 



                         基礎番号 枝番号  

（住居表示台帳） 

第１５条 住居表示台帳は、原則として、５００分の１の縮尺とし、街区ごとに、

方位、新町界町名、街区符号、基礎番号、住居番号、住居表示を必要とする建物

等、主要な出入口並びに道路までの通路等を記載し、町ごとに見出図を付け、管

理するものとする。 

（旧新・新旧対照表及び新旧対照案内図） 

第１６条 旧新・新旧対照表及び新旧対照案内図は、適宜の方法により作成するも

のとする。 

（表示板の基準） 

第１７条 住居表示を行う区域の町の名称及び街区符号を記載した表示板（以下「街

区表示板」という。）を設置する場合並びに建物等の所有者等が住居番号を記載し

た表示板（以下「住居番号表示板」という。）及び所有者等が枝番号を記載した表

示板（以下「枝番号表示板」という。）を設置する場合は、次によるものとする。 

⑴ 街区表示板 

街区表示板を設置する場合は、次によるものとする。 

ア 設置場所 

街区表示板は、歩行者及び車両から見やすいところに設置するものとし、

各街区の角付近の建物等の適当な場所又は標柱に貼り付け、街区表示板の下

端が地上からおおむね１．６メートルの高さになるようにする。また、街区

表示板の周辺１メートル以内に他の表示板等がないように留意する。 

イ 寸法及び表記 

寸法及び表記は、別紙３のとおりとする。 

ウ 文字及び数字の書体 

町名の名称等に使用する文字書体は「角ゴシック体」を、街区符号の表示

に使用する数字はアラビア数字とし、使用する文字書体は「ユニバース・メ

ディウム」を用いる。また、町名の表記位置及び大きさは文字数により各々

指定するものとし、町名にはふりがなをつけるものとする。 

エ 色彩 

街区表示板は、二色をもって構成し、文字、数字その他の色彩は白色とし、

地色の色彩は、次のうちから適当なものを一つ選定するものとする。 



 

慣用色名表示 マンセル表示 

灰 色 N 4.0 

灰味赤 5R 5/2 

暗い茶 10R 4/5 

黄 茶 10YR 5.5/4.5 

暗い黄緑 5GY 5/5.5 

にぶ緑 10G 5/5.5 

暗い青 2.5PB 2.5/7 

うす青紫 7.5PB 6/8 

オ 材質 

街区表示板は、容易に腐朽し、褪色しない材質のものを用いる。 

⑵ 住居番号表示板 

所有者等が住居番号表示板を設置する場合は、次によるものとする。なお、

住居番号を必要とする建物その他の工作物は、次に示すもののうち独立してい

るもの又は独立した入口を有するものとする。 

専用住宅用建物 事務所、銀行用建物 

併用住宅用建物 工場用建物 

農家住宅用建物 倉庫用建物 

アパート、ホテル、簡易旅館用建物 車庫用建物 

旅館、料亭用建物 学校用建物 

待合用建物 官公署用建物 

店舗、百貨店用建物 宗教用建物 

劇場、映画館用建物 集会場 

キャバレー、ダンスホール用建物 公共の用に供する建物 

浴場用建物、病院用建物 その他市長が必要と認めるもの 

ア 設置場所 

住居番号表示板は、通行人から見やすいところに設置するものとし、門

柱又は玄関に貼り付け、住居番号表示板の下端が地上からおおむね１．６

メートルの高さになるようにする。 



イ 寸法及び表記 

寸法及び表記は、条例に規定する規格、寸法及び表記を用いる。 

ウ 材質 

住居番号表示板は、容易に腐朽し、褪色しない材質のものを用いる。 

エ その他 

数字の書体及び色彩については、街区表示板の例による。 

⑶ 枝番号表示板 

枝番号表示板を設置する場合には、次によるものとする。 

ア 設置場所 

枝番号表示板は、住居番号表示板と並列してつけるものとする。 

イ 寸法及び表記 

寸法及び表記は、別紙４のとおりとする。 

ウ 材質 

枝番号表示板は、容易に腐朽し、褪色しない材質のものを用いる。 

エ その他 

数字の書体及び色彩については、街区表示板の例による。 

２ 街区表示板、住居番号表示板及び枝番号表示板の設置方法については、前項に

規定する方法を原則とするが、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、

この限りでない。 

（雑則） 

第１８条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとす

る。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、令和７年１２月２４日から施行する。 

 （蒲郡市住居表示整備実施基準等の廃止） 

２ 次に掲げる基準は、廃止する。 

⑴ 蒲郡市住居表示整備実施基準（昭和４０年１月５日施行） 

⑵ 街区が分割された場合の住居表示の実施基準（平成１７年４月１日施行） 

  



別紙１ 

１ 街区が分割された場合の住居表示方法 

⑴ 開発許可申請書が提出された時点又は道路認定された時点で、街区を分割し

た道路の起点から終点に向かい右側、次に左側と千鳥掛けに番号を付ける。 

⑵ 当該地区において既に付された住居番号の次の番号から順に付ける。 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８     １７     １６      １５       １４       １３       １２ 

 

 

（注）     、  は建築物等の入口を表す。 

        は道路の起点、終点を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

９ 

１０ 

１１ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

１４番１号 

１４番２号 

１４番１４号 

２

４ 

２５ 
１４番２５号 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

 

３１ 

 

３２ 

 

３３ 

 

１４番３３号 

１４番３１号 

１４番２７号 

１４番２９号 

１４番３２号 

１４番３０号 

１４番２６号 

１４番２８号 

１４番５号 

１４番２０号 

１４番１３号 

８ 

１ 

(基礎番号) 

２ ３ ４ ５ ６ 

１１街区 

１７街区 



別紙２ 

 住居番号に枝番号を付ける場合の住居表示方法 

１ 袋小路の場合 

⑴ 該当する基礎番号が一つの場合は、当該袋路状の道路の入口の中心を起点

とし、両側線に独立した基礎番号を一定の間隔で区切り、起点から終点に向

かい右側、次に左側と千鳥掛けに枝番号を付ける。 

⑵ 該当する基礎番号が二つの場合は、当該基礎番号ごとに、それぞれ街区境

界線に接している方から順次枝番号を付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８            １７                    １６                      １５                          

（注）    は建築物等の入口を表す。 

        は道路の起点、終点を表す。 

  

１ 

 

４ 

 

６ 

 

３ 

 

２

１ 

 

１１ 

 

９ 

 

８ 

 

５ 

 

１０ 

 

７ 

 

１７－１号 

１７－５号 

１７－７号 

１７－３号 

１７－９号 

１７－１１号 

１７－１０号 

１７－８号 

１７－６号 

１７－４号 

１７－２号 

４ 

 

３ 

 

２ 

 

５ 

 

１ 

 

１５－１号 

１５－２号 

１５－３号 

１５－４号 

１５－５号 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 
１６－５号 

１６－４号 

１６－３号 

１６－２号 

１６－１号 

１６－６号 

６ ６ 



２ 横並・縦並・奥並の場合 

⑴ 横並 

フロンテージの１番から昇順番号の向きに合わせて枝番号を付ける。 

⑵ 縦並 

公道から近い順に枝番号を付ける。既に住居番号設定済の建物等について

は申出があった場合のみ枝番号を付ける。 

⑶ 奥並 

公道から近い順に枝番号を付ける。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８              １７                    １６                      １５    

 

（注）   は建築物等の入口を表す。 

        は公道への通路（出入口）表す。 

 

 

  

１７－２号 

１７－３号 

１７－４号 

１７号 

１５－１号 １５－２号 

１６－２号 

１６－３号 １６－１号 

横並 

奥並 
縦並 

設定済建物等 



別紙３   街 区 表 示 板（１２０×５６０）：単位ミリメートル 

         ◎表記 

               表記は縦の表記とする。 

・     ・           

                  

                

                

               

                

              

              

             

               

                     

               

               

                

              

                    

                     

                

          

   

   ・     ・     

     

 

 

 

 

 

 

町 50 

50 

62 

87 

（街区番号） 

45 

（町名） 

120 

560 



別紙４   枝 番 号 表 示 板（６０×６０）：単位ミリメートル 

 

１ 枝番号が１桁の場合 

                 

                       

                   

                       

          

                      

                                                    

                        

                       

                                 

 

 

２ 枝番号が２桁の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

60 

 

30 

 

21 

 

（枝番号） 

8 

 

60 

 

3 

 

3 

 

8 

 

（枝番号） 

21 

 

30 

 

60 

 


